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 事故防止対策の検討指示

Ⅰ 医療安全管理対策委員会

委員長 ： 安全管理部長
副委員長： 医療安全管理対策室長
委員 ： 病院長、事務長(医療安全管理事務責任者）、

看護部長、薬剤部長（医薬品安全管理責任者）
診療放射線科医（医療放射線安全管理責任者）
臨床工学技士長（医療機器安全管理責任者）、
地域連携課（医療相談室責任者）・医事課長

趣旨 ： 医療事故防止の責任的立場にある者の協議による
院内事故防止体制の確立

内容 ： 医療事故の発生防止、医療事故への対応に関する
全般事項

病 院 長

院内感染対策委員会

Ⅲ 医療安全管理対策室

部長 ： 安全管理部長
・医療安全管理対策室長（専従）
・医薬品安全管理責任者
・医療放射線安全管理責任者
・医療機器安全管理責任者
・医療安全管理事務責任者
・感染対策室長
・院内感染対策担当責任者（専従）

業務内容
(1)医療事故防止体制の総合的な管理
(2)院内感染対策のための体制の確保
(3)医薬品に係る安全確保のための体制の確保
(4)診療用放射線に係る安全確保のための体勢の確保
(5)医療機器に係る安全確保のための体制の確保

Ⅱ-1 セーフティマネージャー会議 Ⅱ-2 医療安全カンファレンス

委 員 長： 安全管理部長 委員長 ：安全管理部長

副委員長： 医療安全管理対策室長 委 員 ：管理運営会議メンバー

委 員： 各部門のセーフティーマネージャー

趣旨内容 : インシデント・アクシデントの分析、具体的 趣旨内容：より即時的で実効性のある医療安全

な解決策の立案、事故防止に向けた研修会 管理対策に係る取り組みの評価等を

の提案・提言 行う

・医療事故防止の啓発

・決定事項の伝達

・安全対策の周知

各部門のセーフティマネジメント担当

インシデント・アクシデント報告に基づき、部門での対策検討

全 職 員

・インシデント・アクシデント報告、対策の実施・評価
・研修参加

事故調査委員会

医療事故対策専門部会
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